
資料１２－１

「瀬戸内海の環境の保全に関する京都府計画」について

１ 趣旨

瀬戸内海の環境の保全上有効な施策を推進するため、瀬戸内海環境保全特

別措置法第４条第１項の規定により、関係府県知事は国が定めた基本計画に

基づき「瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画」を定めることとなってい

る。

対象地域：府内の瀬戸内海流域（概ね旧京北町、旧園部町、旧日吉町以南）

２ 「瀬戸内海の環境の保全に関する京都府計画」と「総量削減計画」の関係

瀬戸内海の環境の保全に関する施策

瀬戸内海環境保全 水質総量削減

（瀬戸内海環境保全特別措置法） （水質汚濁防止法）

国 瀬戸内海環境保全基本計画 総量削減基本方針
・沿岸域の環境の保全、再生及び創出 ・指定水域 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海

・水質の保全及び管理 ・指定項目 化学的酸素要求量（ＣＯＤ）

水質総量削減制度の実施 窒素

・自然景観及び文化的景観の保全 りん

・水産資源の持続的な利用の確保

京 瀬戸内海の環境の保全に関する 総量削減計画（今後、策定予定）

都 京都府計画 ・事業の実施

府 ・詳細は次ページ表参照 ・総量規制基準による規制

水質総量削減制度の実施 ・削減指導等



３ 「瀬戸内海の環境の保全に関する京都府計画」の概要

（昭和56年７月策定、最終変更平成20年５月）

目標 水質汚濁、赤潮、富栄養化の防止

下水道等の整備による生活排水対策

底質環境の保全

有害化学物質等の低減

海面及び海岸の正常保持、ごみ等漂着防止

主な施策 水質の保全及び管理

水質総量削減制度の実施、下水道等の整備の促進

自然景観及び文化的景観の保全

漂着ごみ対策の推進

廃棄物の処理及び施設の整備及び処分地の確保

廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用

処理施設の整備、処分地の確保

健全な水循環・物質循環機能の維持・回復

緑の公共事業

水質等の監視測定

公共用水域、工場・事業場排水の水質監視の徹底 他

４ 今回の主な変更

内陸域である本府の場合、次の軽微な変更

(1) 計画期間及び点検頻度の明文化

計画期間：５年～８年で運用 → 「概ね10年」

点検と見直しの頻度：（無し） → 「策定時から概ね５年ごと」

点検の指標 「国基本計画例示の指標を適宜用いる」

京都府施策の点検に用いる指標を利用

例：汚濁負荷量、汚水処理人口普及率等

(2) 瀬戸内海の環境保全に資する事業の追加

京都府海岸漂着物等地域対策推進事業

大学と連携した公募型環境学習事業

５ 今後の予定 ＜関係13府県が足並みを揃える＞

・11月末までに 計画変更及び公表



図１ 計画対象区域
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瀬戸内海の環境の保全に関する京都府計画 

 

 

この計画は、瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和 48 年法律第 110 号）第４条の規定

により京都府の区域（同法第５条第１項に規定する関係府県の区域のうち京都府の区域

をいう。）において、瀬戸内海の環境保全に関し実施すべき施策について定めたもので

ある。 

 

第１ 計画策定の趣旨 

  この計画は、瀬戸内海が我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る

景勝地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民

が等しく享受し、後代の国民に継承すべきものであるという認識に立って、それに

ふさわしい環境を確保し維持すること及びこれまでの開発等に伴い失われた良好な

環境を回復することを目途として、環境保全に係る施策を総合的かつ計画的に推進

するために政府が策定した瀬戸内海環境保全基本計画に基づき、水質の保全及び管

理等につき、本府の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策を明

確にし、また、実施する施策をより効率的なものとするため、瀬戸内海の環境の保

全に関する総合的な計画として策定するものである。 

また、この計画を策定し公表することにより、本府の瀬戸内海関係者、さらには広

く府民に対し、瀬戸内海の環境保全の推進に対するなお一層の理解と協力を求める

とともに意識の高揚を図るものである。 

この計画の期間は概ね 10 年とする。また、策定時から概ね５年ごとに本計画に基

づく施策の進捗状況について点検を行うものとし、必要に応じて見直しを行うもの

とする。 

 

第２ 計画の目標 

本府が瀬戸内海のうち大阪湾域の上流域であることをかんがみ、この計画の目標に

ついては、大阪湾における「豊かな瀬戸内海」を目指すものとし、瀬戸内海環境保全

基本計画において定められた目標に基づき個別目標を次のとおり定める。 

 

１ 水質汚濁、赤潮、富栄養化の防止のための対策が計画的かつ総合的に講ぜられて

いること。水質環境基準（今後設定等されるものも含む。）について、未達成の海

域においては可及的速やかに達成に努めるとともに、達成された海域においてはこ

れが維持されていること。また、季節ごとの地域の実情に応じた、きめ細やかな水

質管理に関する検討や順応的な取組が進められていること。 

資料１２－２ 
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   赤潮については、その発生の人為的要因となるものを極力少なくすることを目途

とすること。 

 

２ 下水道等の整備により生活排水対策が進められていること。 

 

３ 水質及び底質は互いに影響を及ぼす関係であることから、水質の保全とともに底

質環境の改善の措置が講ぜられていること。 

 

４ 有害化学物質等の低減のための対策が進められていること。 

 

５ 海面及び海岸が清浄に保持され、景観を損なうようなごみ、汚物、油等が海面に

浮遊し、あるいは海岸に漂着していないこと。 

 

第３ 目標達成のため講じる施策 

  計画の目標を可及的速やかに達成すること、また、達成されているものについては

その状態を維持するため、瀬戸内海の環境保全に関し本府の区域において実施する施

策は次のとおりとする。 

なお、各施策の実施に当たっては、大阪湾域の実情や季節性に応じて行うものとし、

地域における合意及び隣接地域との調整に十分配慮するものとする。 

  その際、必要に応じ、森・里・川・海のつながりに配慮しつつ地域における里海づ

くりの手法を導入し、幅広い主体が、地域の状況に応じたあるべき姿を共有し、適切

な管理に努めるものとする。 

また、対策の効果について科学的な知見が十分に得られていない場合には、科学的

に裏付けられたデータの蓄積及び分析を行いつつ、順応的管理の考え方に基づく取組

を推進するものとする。 

 

 １ 水質の保全及び管理 

(1) 水質総量削減制度の実施 

広域的閉鎖性水域である瀬戸内海については、水質の汚濁の防止及び富栄養化

による生活環境に係る被害発生の防止を図るため、関連区域内で発生する汚濁負

荷量の総量を計画的に削減することが肝要であることから、水質汚濁防止法（昭

和 45 年法律第 138 号）及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき水質総量削減制

度が実施されている。 

本府では、水質の汚濁の防止及び富栄養化による生活環境に係る被害発生の防

止を図るため、これらの法律に基づく化学的酸素要求量により表示される汚濁負

荷量並びに富栄養化の主要な原因物質である窒素及びりんの汚濁負荷量の総量の
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削減に関する「総量削減基本方針」に定められた削減目標量を達成するため、「総

量削減計画」を策定しており、これに基づき、生活排水対策、産業排水対策及び

その他の排水対策等を計画的かつ総合的に講ずることとする。 

また、生物多様性・生物生産性の確保の重要性にかんがみ、地域における海域

利用の実情を踏まえ、大阪湾における季節ごとの状況に応じたきめ細やかな水質

管理について、その影響や実行可能性を十分検討しつつ、順応的な取組を推進す

るものとする。 

    これらの対策を推進するに当たっては、次の施策を総合的に講じるものとする。 

  ア 産業排水については、汚濁負荷量の削減のため、総量削減制度の対象となる

地域内の事業場での排水処理施設の整備及び適正管理を指導する。 

   イ 農地に由来する汚濁負荷量の削減のため、持続性の高い農業生産方式の導入

の促進に関する法律（平成 11 年法律第 110 号）に基づく「京都府における持

続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」（平成 12 年策定）、「京都府にお

ける環境にやさしい農業技術指針」（平成７年策定）等の活用を通じて化学肥

料の施用量の低減等を図るものとし、また、畜産排水については、家畜排せつ

物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成 11 年法律第 112 号）に

基づく「家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」（平成 21 年策定）、「京

都府環境保全型畜産確立基本方針」（平成７年策定）等に基づき家畜排せつ物

の適正処理等を推進する。 

   ウ 有機物等のたい積する河床底質については、底質汚泥による水質の悪化を防

止するため、必要に応じ除去対策を講じるものとする。 

     また、河川直接浄化施設の整備、河川の流量確保等の河川環境の改善事業に

ついても、必要に応じ実施するものとする。 

   エ 一般家庭から排出される生活排水の汚濁負荷量を削減するため、水質汚濁防

止法及び京都府環境を守り育てる条例（平成７年京都府条例第 33 号）に基づ

き、府民に対し調理くずや廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう

啓発を図るものとする。 

 

(2) 下水道等の整備の促進 

ア 下水道の整備 

     瀬戸内海の水質保全を図る上で、生活排水に係る汚濁負荷量の削減対策とな

る下水道の整備は極めて重要な施策である。 

     本府の瀬戸内海関係区域における下水道の整備状況は、平成 27 年度末にお

いて処理人口普及率約 97 パーセント、処理人口約 218 万 6,000 人であり、京

都市鳥羽水環境保全センターほか 19 箇所の終末処理場が稼働している。 

     今後は、下水道の整備が瀬戸内海の水質保全を図る上で重要であるとの観点
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から、次表のとおり、現在事業実施中の木津川流域下水道及び木津川上流流域

下水道の各流域関連公共下水道、京都市、宇治市、亀岡市、南丹市、木津川市

及び宇治田原町の各単独公共下水道の整備の積極的な促進を図るものとする。 

  

流域下水道名 関連市町村 

木津川流域下水道 京都市、宇治市、城陽市、 

八幡市、京田辺市、木津川市、 

久御山町、井手町 

木津川上流流域下水

道 

木津川市､精華町 

 

     また、窒素やりんの除去性能向上のための高度処理についても、京都市鳥羽

水環境保全センターほか６箇所で実施しており、宇治市東宇治浄化センターほ

か１箇所においても整備の促進を図るものとする。 

     さらに、合流式下水道の改善については、京都市において「京都市合流式下

水道緊急改善計画」に基づき引き続き計画的に推進する。 

   イ その他の生活排水処理施設の整備 

     下水道の整備が行われるまでの間あるいは下水道整備予定区域外にあって

は、生活排水対策として浄化槽等を整備することが重要な施策である。 

     本府の瀬戸内海関係区域においては、平成 27 年度末で、浄化槽設置整備事

業等により６市４町１村において浄化槽が、平成 27 年度末で、農業集落排水

事業により４市 22 施設の農業集落排水施設が整備されており、今後とも地域

の特性を考慮し、これらの事業を促進するものとする。 

     浄化槽については、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）､浄化槽法（昭和

58 年法律第 43 号）、「京都府浄化槽の設置等に関する要綱」（平成７年策定）

等に基づき、適正な設置及び維持管理並びに法定検査受検の徹底を図る。さら

に、大規模な浄化槽の設置に当たっては、必要に応じ高度処理の導入を指導す

るものとする。 

     コミュニティ・プラントについては、平成 27 年度末で、２市２施設が整備

されている。 

   ウ し尿処理施設の整備 

     本府の瀬戸内海関係区域におけるし尿処理施設は、１市３事務組合において

整備されており、平成 26 年度末におけるその処理能力は４施設、１日につき

399 キロリットルである。 

     今後、必要に応じ施設の増改築及び高度処理施設の導入に努めるものとする。 

   エ 水質及び底質環境の改善 
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     瀬戸内海の水質に悪影響を及ぼす河床の底質の実態を把握するため、必要に

応じて本府の主要河川において底質調査を実施し、有機汚泥のたい積等による

悪臭の発生等生活環境に影響を及ぼす底質については、除去等の適正な措置を

検討するものとする。特に、本府の瀬戸内海関係区域の河川の底質除去につい

ては、河川環境整備事業、河川災害防除事業等により河川のしゅんせつ事業を

実施してきたところであり、これらの事業等については、更に積極的に推進を

図るものとする。 

   オ 有害化学物質等の規制及び把握等 

     水質汚濁防止法等の適切な運用により、水質環境基準の達成維持を図るもの

とする。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法（平成

11 年法律第 105 号）に基づく排出規制を推進するものとする。 

     また、有害化学物質による公共用水域の汚濁を防止するため、これらの化学

物質による水質汚濁状況の監視に努めるものとし、特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に基

づき、化学物質の排出状況等の把握や排出量データ等の集計・公表を行うとと

もに、排出の抑制等事業者が行う自主管理の改善を促進するため、技術的助言

等に努めるものとする。 

     ポリ塩化ビフェニルについては、関係事業者に対しポリ塩化ビフェニル廃棄

物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成 13 年法律第 65 号）及び廃棄

物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）に基づき、届出や

適正な保管管理及び確実かつ適正な処理を指導し、不適正な保管管理や処理に

よる水環境等の汚染が生じないようにする。 

 

 ２ 自然景観及び文化的景観の保全 

  (1) 漂着ごみ対策の推進 

    京都府海岸漂着物等地域対策推進事業により、府内関係流域河川等において漂

着ごみの発生抑制に係る普及啓発や調査研究を行うことで、大阪湾への漂着ご

みの流入防止を推進するものとする。 

 

 ３ 廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保 

   環境の保全を図るためには、ごみ等の適正な処理の推進及び不法投棄の防止に努

めることが必要である。このため、廃棄物の処理施設の整備及び処分地の確保並び

に監視等の強化を図ることとし、次の施策を実施するものとする。 

  (1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用 

    環境への負荷を低減するためには、廃棄物等の発生を抑制し、循環利用が可能

な資源の利用を行い、循環利用できない廃棄物等については適正に処分してい
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く必要がある。 

    本府では、京都府環境を守り育てる条例に基づく「新京都府環境基本計画」（平

成 22 年策定）に「限りある資源を大切にする循環型社会づくりの推進」を掲げ

ており、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７

年法律第 112 号）その他のリサイクル法に基づく取組、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律に基づく適正処理に努めている。また、「京都府循環型社会形成計

画（第２期）」（平成 24 年策定）において、京都府が目指す循環型社会のビジョ

ンを示しており、今後も循環型社会形成を推進するため、一層の取組を図るも

のとする。 

 

  (2) 処理施設の整備 

    本府の瀬戸内海関係区域におけるごみ処理施設は、京都市ほか２市４事務組合

等において整備されており、平成 26 年度末におけるその処理能力は、ごみ焼却

施設 11 箇所、１日につき 2,675 トン、粗大ごみ処理施設５箇所、１日につき 485

トン、資源化施設 11 箇所、１日につき 340 トンである。 

    今後も必要に応じごみ処理施設の整備のための廃棄物処理施設整備事業を実

施するものとする。 

    また、産業廃棄物については、事業者及び産業廃棄物処理業者に対する指導及

び監視を徹底するとともに、産業廃棄物の減量化・再生利用の促進、不法投棄

の防止等の施策を推進するものとする。 

 

  (3) 処分地の確保 

    廃棄物の適正処理において処分地の確保は不可欠である。本府の瀬戸内海関係

区域においては、平成 26 年度末において一般廃棄物の最終処分場６箇所（残余

容量 368 万立方メートル）、平成 27 年度末において産業廃棄物最終処分場２箇

所（残余容量 81 万立方メートル）が確保されているものの、新たな処分地の確

保は非常に重要な課題となっている。 

    このため、廃棄物の減量化・再生利用の促進、処理施設の整備等の総合的施策

を推進することにより、廃棄物の最終処分量の抑制等を図るとともに、廃棄物

の適正な処理に十分配慮した上で廃棄物処理施設整備事業（最終処分場）を実

施し、処分地の確保に努めるものとする。 

    また、関係機関と協力を深め、大阪湾圏域広域処理場整備事業（大阪湾フェニ

ックス計画)の推進についても努めるものとする。 

 

 ４ 健全な水循環・物質循環機能の維持・回復 

   健全な水循環・物質循環機能の維持・回復を図るため、海域と陸域の連続性に留
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意しつつ、森林や農地の適切な維持管理、河川や湖沼等における自然浄化能力の維

持・回復、雨水貯留、地下水の涵養、下水処理水・農業集落排水処理水の再利用等

の実施に努めるものとする。 

   特に、水源地域となる森林の保全・整備等については、地球環境の保全や子供達

の未来を育むための公共事業と位置づけ、「緑の公共事業」により、放置森林や放

置竹林の再生、間伐の促進等の推進に努める。 

 

 ５ 基盤的な施策 

  (1) 水質等の監視測定 

    瀬戸内海の水質保全対策の実効を期するためには、本府の瀬戸内海関係区域に

おける公共用水域の環境基準の維持達成状況及び発生源における排水基準の遵

守状況を把握するため、水質等の監視測定が必要である。 

    本府では、平成 27 年度現在公共用水域について、水質汚濁に係る環境基準点

を中心として水質汚濁防止法に基づき河川 68 地点において、ダイオキシン類対

策特別措置法に基づき河川 19 地点において関係機関の相互協力の下に定期的に

監視測定を実施しているところであり、今後とも効率的な監視測定に努めるもの

とする。 

    一方、発生源については、水質汚濁防止法等に基づき工場及び事業場における

排出水の監視の徹底を図る。なお、総量削減制度の対象となる指定地域内事業場

については、汚濁負荷量把握のための、水質自動計測器等測定施設の整備の促進

により監視体制の充実を図るものとする。 

    また、窒素、りん等の栄養塩類の監視についても、継続的に実施するものとす

る。 

    さらに、ダイオキシン類対策特別措置法対象の水質関係特定施設を設置してい

る工場及び事業場について、監視の徹底を図る。 

    なお、指定地域内事業場からの発生負荷量の管理並びに公共用水域の水質監視

に伴うデータ整理及び解析のための水質汚濁総量管理システムの効果的な運用

を図るものとする。 

 

  (2) 環境保全に関する調査研究及び技術の開発 

    本府においては、府保健環境研究所、府中小企業技術センター、府農林水産技

術センター、京都市衛生環境研究所、京都市産業技術研究所等で、環境保全に関

する調査研究及び技術開発を推進してきたところであるが、今後も、関係方面の

協力を得て、環境保全に関する調査研究及び技術の開発に鋭意努めるものとする。 

 

  (3) 広域的な連携の強化等 
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    瀬戸内海は 13 府県が関係する広範な海域であることから、環境保全施策の推

進のため、瀬戸内海環境保全知事・市長会議の積極的な活用等により連携の強化

に努めるものとする。 

    健全な水循環・物質循環機能の維持・回復のための取組の推進、府民参加の推

進、環境教育・環境学習の充実を図るため、流域を単位とした関係者間の連携の

強化に努めるとともに、各地方公共団体の環境保全の取組の実施においても連携

の強化に努めるものとする。 

 さらに、環境保全のための施策の策定に当たっては、府民や事業者等の幅広い

意見を調整し、施策に反映するための適切な仕組みの検討に努めるものとする。 

 

  (4) 情報提供、広報の充実 

    府民参加、環境教育・環境学習、調査研究等を推進するため、せとうちネット

の活用等多様な情報を広く提供するためのデータベースの整備や、公益社団法人

瀬戸内海環境保全協会が設置する海文化委員会への参画を進めるとともに、府ホ

ームページ、広報紙等を通じて、瀬戸内海の環境の現状及び汚濁負荷や廃棄物の

排出抑制への取組等の広報に努めるものとする。 

 

  (5) 環境保全意識の普及及び府民参加の推進 

    この計画の実効を期するためには、多様な環境施策の計画・実施等を行う行政、

事業活動における環境配慮行動等を行う事業者、地域に根ざした環境配慮行動等

の提案・企画・実施等を行う民間団体、日常生活における環境配慮行動等を行う

府民等様々な主体がお互いに連携し、府民一人ひとりが環境保全に関する認識を

持ち水質汚濁防止のための行動を実践することへと繫げていくことが必要であ

る。 

    このため、環境月間、瀬戸内海環境保全月間及び河川愛護月間の事業等を通じ、

府民に対し、水質汚濁についての意識の高揚を図るとともに、浄化槽の適正な設

置及び維持管理の徹底、河川等へのごみの不法投棄防止等について、民間団体と

の連携を図るとともに広報活動を展開するものとする。また、事業者に対しても、

業界団体を通じ、又は各種講習会を開催すること等により、この計画の趣旨及び

内容の周知徹底を図るものとする。 

    なお、これらの事業の実施に当たっては、関係府県、関係市町村、公益社団法

人瀬戸内海環境保全協会等関係諸団体の協力を得るとともに、京都府緑と文化の

基金等の活用を図り、その実効を上げるよう努めるものとする。 

    また、水源地域となる森林を守り育てていく諸活動の実践に当たっては、京都

モデルフォレスト運動を推進し、地域住民、ＮＰＯ、企業等多様な主体の参加と

連携の徹底を図るものとする。 
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  (6) 環境教育・環境学習の推進 

    環境保全に対する理解や環境保全活動に参加する意識及び自然に対する感性

や自然を大切に思う心を育むため、地域の自然及びそれと一体的な歴史的、文化

的要素を積極的に活用しつつ、国、関西広域連合、関係府県、市町村、事業者、

民間団体の連携の下、環境教育・環境学習の推進に努めるものとする。 

    また、「持続可能な社会」の実現を目指すため、大学と連携した公募型環境学

習事業として、次世代を担う子供達を対象に、京都に立地する大学の専門的な知

見や環境ＮＰＯ等の豊富な現場経験を活かした環境学習プログラムを実施する。 

 

  (7) 国内外の閉鎖性海域との連携 

    国内外の閉鎖性海域における環境保全に関する取組との連携を強化し、瀬戸内

海の環境保全の一層の推進を図るとともに、国内外における取組に積極的に貢献

するため、瀬戸内海環境保全知事・市長会議、公益社団法人瀬戸内海環境保全協

会等を通じ、世界閉鎖性海域環境保全会議等への支援、積極的な参加、情報の交

換等により協力するものとする。 

 

第４ 施策の実施上必要な措置 

 １ 施策の積極的な推進 

   瀬戸内海の環境保全は緊急かつ重要な国民的課題であることにかんがみ、この計

画で定められた施策について積極的な推進を図るものとする。 

 

 ２ 施策の実施状況及びその効果の把握 

   この計画の諸施策の推進に当たっては、施策の実施状況及び環境状況等を調査し、

施策の効果的な実施に活かすものとする。また、諸施策の進捗状況については、瀬

戸内海環境保全基本計画中、第４に例示の指標を適宜用い、定量的に把握すること

とする。 

 

 ３ 計画推進のための関係機関との連絡調整 

   この計画の推進を図るため、国、関係市町村との連絡調整を図り、諸施策の実施

状況等について情報及び意見の交換等を行い、もってこの計画の円滑な推進を図る

ものとする。 



 

瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画 新旧対照表（京都府） 

 

【 現行計画（最終変更平成 20 年５月） 】 【 変更計画 】 

 

（まえがき） 

この計画は、瀬戸内海環境保全特別措置

法（昭和 48 年法律第 110 号）第４条の規

定により京都府の区域（同法第５条第１項

に規定する関係府県の区域のうち京都府

の区域をいう。）において、瀬戸内海の環

境保全に関し実施すべき施策について定

めたものである。 

 

第１ 計画策定の趣旨 

この計画は、瀬戸内海が我が国のみな

らず世界においても比類のない美しさ

を誇る景勝地として、また、国民にとっ

て貴重な漁業資源の宝庫としてその恵

沢を国民が等しく享受し、後代の国民に

継承すべきものであるという認識に立

って、それにふさわしい環境を確保し、

維持すること及びこれまでの開発等に

伴い失われた良好な環境を回復するこ

とを目途として、環境保全に係る施策を

総合的かつ計画的に推進するため政府

が策定した瀬戸内海環境保全基本計画

に基づき、本府の区域において瀬戸内海

の環境の保全に関し実施すべき施策を

明確にし、また、実施する施策をより効

率的なものとするため、瀬戸内海の環境

の保全に関する中長期にわたる総合的

な計画として策定するものである。 

また、この計画を策定し、公表するこ

とにより、本府の瀬戸内海関係者更には

広く府民に対し、瀬戸内海の環境保全の

推進に対するなお一層の理解と協力を

求めるとともに意識の高揚を図るもの

である。 

 

 

 

（まえがき） 

この計画は、瀬戸内海環境保全特別措置

法（昭和 48 年法律第 110 号）第４条の規

定により京都府の区域（同法第５条第１項

に規定する関係府県の区域のうち京都府

の区域をいう。）において、瀬戸内海の環

境保全に関し実施すべき施策について定

めたものである。 

 

第１ 計画策定の趣旨 

  この計画は、瀬戸内海が我が国のみな

らず世界においても比類のない美しさを

誇る景勝地として、また、国民にとって

貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢

を国民が等しく享受し、後代の国民に継

承すべきものであるという認識に立っ

て、それにふさわしい環境を確保し維持

すること及びこれまでの開発等に伴い失

われた良好な環境を回復することを目途

として、環境保全に係る施策を総合的か

つ計画的に推進するために政府が策定し

た瀬戸内海環境保全基本計画に基づき、

水質の保全及び管理等につき、本府の区

域において瀬戸内海の環境の保全に関し

実施すべき施策を明確にし、また、実施

する施策をより効率的なものとするた

め、瀬戸内海の環境の保全に関する総合

的な計画として策定するものである。 

また、この計画を策定し公表すること

により、本府の瀬戸内海関係者、さらに

は広く府民に対し、瀬戸内海の環境保全

の推進に対するなお一層の理解と協力を

求めるとともに意識の高揚を図るもので

ある。 

この計画の期間は概ね 10 年とする。ま

た、策定時から概ね５年ごとに本計画に

資料１２－３ 



 

【 現行計画（最終変更平成 20 年５月） 】 【 変更計画 】 

 

 

 

 

第２ 計画の目標 

瀬戸内海の環境保全の推進のために

は、関係府県等が相互に協力しながら同

一の目標に向かって各々の施策を遂行

することが肝要であることにかんがみ、

瀬戸内海環境保全基本計画において定

められた目標に基づき、この計画の目標

を次のとおり定める。 

 

１ 瀬戸内海において水質環境基準が

未達成の海域については、可及的速

やかに達成に努めるとともに、達成

された海域については、これが維持

されていること。 

 

 

 

 

 

 

２ 瀬戸内海において、赤潮の発生が

みられ、漁業被害が発生している現

状にかんがみ、その発生の人為的要

因となるものを極力少なくすること

を目途とすること。 

 

 

 

 

３ 水銀、ポリ塩化ビフェニル等の人

の健康に有害と定められた物質を国

が定めた除去基準以上含む底質が存

在しないこと。 

また、その他有機物のたい積等に

起因する悪臭の発生、水質の悪化等

基づく施策の進捗状況について点検を行

うものとし、必要に応じて見直しを行う

ものとする。 

 

第２ 計画の目標 

  本府が瀬戸内海のうち大阪湾域の上

流域であることをかんがみ、この計画の

目標については、大阪湾における「豊か

な瀬戸内海」を目指すものとし、瀬戸内

海環境保全基本計画において定められた

目標に基づき個別目標を次のとおり定め

る。 

 

１ 水質汚濁、赤潮、富栄養化の防止の

ための対策が計画的かつ総合的に講ぜ

られていること。水質環境基準（今後

設定等されるものも含む。）について、

未達成の海域においては可及的速やか

に達成に努めるとともに、達成された

海域においてはこれが維持されている

こと。また、季節ごとの地域の実情に

応じた、きめ細やかな水質管理に関す

る検討や順応的な取組が進められてい

ること。 

  赤潮については、その発生の人為的

要因となるものを極力少なくすること

を目途とすること。 

２ 下水道等の整備により生活排水対策

が進められていること。 

３ 水質及び底質は互いに影響を及ぼす

関係であることから、水質の保全とと

もに底質環境の改善の措置が講ぜられ

ていること。 

４ 有害化学物質等の低減のための対策

が進められていること。 

 

 

 

 



 

【 現行計画（最終変更平成 20 年５月） 】 【 変更計画 】 

により生活環境に影響を及ぼす底質

については、必要に応じ、その悪影

響を防止するための措置が講じられ

ていること。 

４ 海面及び海岸が清浄に保持され、

景観を損傷するようなごみ、汚物、

油等が海面に浮遊し、あるいは海岸

に漂着していないこと。 

 

第３ 目標達成のため講じる施策 

計画の目標を可及的速やかに達成す

ること、また、達成されているものにつ

いてはその状態を維持することを目途

として、瀬戸内海の環境保全に関し本府

の区域において実施する施策は次のと

おりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 水質汚濁の防止 

(1)  水質総量規制制度等の実施 

広域的閉鎖性水域である瀬戸内

海については、水質の汚濁の防止

及び赤潮等富栄養化による生活環

境に係る被害発生の防止を図るた

め、関連区域内で発生する汚濁負

荷量の総量を計画的に削減するこ

とが肝要であることから、水質汚

 

 

 

 

５ 海面及び海岸が清浄に保持され、景

観を損なうようなごみ、汚物、油等が

海面に浮遊し、あるいは海岸に漂着し

ていないこと。 

 

第３ 目標達成のため講じる施策 

  計画の目標を可及的速やかに達成す

ること、また、達成されているものにつ

いてはその状態を維持するため、瀬戸内

海の環境保全に関し本府の区域において

実施する施策は次のとおりとする。 

なお、各施策の実施に当たっては、大

阪湾域の実情や季節性に応じて行うも

のとし、地域における合意及び隣接地域

との調整に十分配慮するものとする。 

  その際、必要に応じ、森・里・川・海

のつながりに配慮しつつ地域における

里海づくりの手法を導入し、幅広い主体

が、地域の状況に応じたあるべき姿を共

有し、適切な管理に努めるものとする。

また、対策の効果について科学的な知

見が十分に得られていない場合には、科

学的に裏付けられたデータの蓄積及び

分析を行いつつ、順応的管理の考え方に

基づく取組を推進するものとする。 

 

 １ 水質の保全及び管理 

(1) 水質総量削減制度の実施 

広域的閉鎖性水域である瀬戸内

海については、水質の汚濁の防止及

び富栄養化による生活環境に係る

被害発生の防止を図るため、関連区

域内で発生する汚濁負荷量の総量

を計画的に削減することが肝要で

あることから、水質汚濁防止法（昭
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濁防止法（昭和 45 年法律第 138 

号）及び瀬戸内海環境保全特別措

置法に基づき水質総量規制制度が

実施されている。 

また、本府においては、これらの

法律に基づく化学的酸素要求量に

より表示される汚濁負荷量並びに

富栄養化の主要な原因物質である

窒素及びりんの汚濁負荷量の総量

の削減に関する「総量削減基本方

針」に定められた平成 21 年度にお

ける化学的酸素要求量削減目標量

１日につき 20 トンを達成するた

め、発生源別削減目標量を生活排

水１日につき 10 トン、産業排水１

日につき８トン、その他１日につ

き２トン、窒素削減目標量１日に

つき 17 トンを達成するため、発生

源別削減目標量を生活排水１日に

つき８トン、産業排水１日につき

４トン、その他１日につき５トン、

りん削減目標量１日につき 1.2 ト

ンを達成するため、発生源別削減

目標量を生活排水１日につき 0.6 

トン、産業排水１日につき 0.4 ト

ン、その他１日につき 0.2 トンと

した「総量削減計画」を策定して

おり、この計画を積極的に実施し

ていくとともに、諸施策の進ちょ

く状況及び瀬戸内海に流入する負

荷量の実態の把握に努めるものと

する。 

なお、これらの削減対策を推進す

るにあたっては、次の施策を総合

的に講じるものとする。 

ア 生活系排水については、市町村

等と協力しながら、下水道の整備

を一層推進するほか、地域の実情

に応じ、浄化槽、農業集落排水施

和 45 年法律第 138 号）及び瀬戸内

海環境保全特別措置法に基づき水

質総量削減制度が実施されている。

 

    本府では、水質の汚濁の防止及び

富栄養化による生活環境に係る被

害発生の防止を図るため、これらの

法律に基づく化学的酸素要求量に

より表示される汚濁負荷量並びに

富栄養化の主要な原因物質である

窒素及びりんの汚濁負荷量の総量

の削減に関する「総量削減基本方

針」に定められた削減目標量を達成

するため、「総量削減計画」を策定

しており、これに基づき、生活排水

対策、産業排水対策及びその他の排

水対策等を計画的かつ総合的に講

ずることとする。 

  

    また、生物多様性・生物生産性の

確保の重要性にかんがみ、地域にお

ける海域利用の実情を踏まえ、大阪

湾における季節ごとの状況に応じ

たきめ細やかな水質管理について、

その影響や実行可能性を十分検討

しつつ、順応的な取組を推進するも

のとする。 

 

 

 

 

 

    これらの対策を推進するに当た

っては、次の施策を総合的に講じる

ものとする。 
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設等の生活排水処理施設の整備

及びし尿処理施設の維持管理の

徹底等の生活排水対策を一層推

進することにより、汚濁負荷量の

削減を図る。 

イ 産業排水については、汚濁負荷

量の削減のため、事業場での排水

処理施設の整備・適正管理を指導

する｡ 

 

ウ 農地に由来する汚濁負荷量の

削減のため、持続性の高い農業生

産方式の導入の促進に関する法

律（平成 11 年法律第 110 号）に

基づく「京都府における持続性の

高い農業生産方式の導入に関す

る指針」（平成 12 年策定）、「京都

府における環境にやさしい農業

技術指針」（平成７年策定）等の

活用を通じて化学肥料の施用量

の低減等を図るものとし、また、

畜産排水については、家畜排せつ

物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律（平成 11 年法律

第 112 号）に基づく「家畜排せつ

物の利用の促進を図るための計

画」（平成 12 年策定）、「京都府環

境保全型畜産確立基本方針」（平

成７年策定）等に基づき家畜排せ

つ物の適正処理等を推進する。 

エ 有機物等のたい積する河床底質

については、底質汚泥による水質

の悪化を防止するため、必要に応

じ除去対策を講じるものとする。 

 

また、河川直接浄化施設の整

備、河川の流量確保等の河川環境

の改善事業についても、必要に応

じ実施するものとする。 

 

 

 

 

 

   ア 産業排水については、汚濁負荷

量の削減のため、総量削減制度の

対象となる地域内の事業場での排

水処理施設の整備及び適正管理を

指導する。 

   イ 農地に由来する汚濁負荷量の

削減のため、持続性の高い農業生

産方式の導入の促進に関する法律

（平成 11 年法律第 110 号）に基づ

く「京都府における持続性の高い

農業生産方式の導入に関する指

針」（平成 12 年策定）、「京都府に

おける環境にやさしい農業技術指

針」（平成７年策定）等の活用を通

じて化学肥料の施用量の低減等を

図るものとし、また、畜産排水に

ついては、家畜排せつ物の管理の

適正化及び利用の促進に関する法

律（平成 11 年法律第 112 号）に基

づく「家畜排せつ物の利用の促進

を図るための計画」（平成 21 年策

定）、「京都府環境保全型畜産確立

基本方針」（平成７年策定）等に基

づき家畜排せつ物の適正処理等を

推進する。 

   ウ 有機物等のたい積する河床底

質については、底質汚泥による水

質の悪化を防止するため、必要に

応じ除去対策を講じるものとす

る。 

     また、河川直接浄化施設の整

備、河川の流量確保等の河川環境

の改善事業についても、必要に応

じ実施するものとする。 
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オ 一般家庭から排出される生活排

水の汚濁負荷量を削減するため、

水質汚濁防止法及び京都府環境を

守り育てる条例（平成７年京都府

条例第 33 号）に基づき、住民に対

し調理くず、廃食用油等の処理、

洗剤の使用等を適正に行うよう啓

発を図るものとする。 

 

４ 下水道等の整備の促進 

(1) 下水道の整備 

瀬戸内海の水質保全を図る上で、

生活排水に係る汚濁負荷量の削減対

策としての下水道の整備は極めて重

要な施策である。 

本府の瀬戸内海関係区域におけ

る下水道の整備状況は平成 18 年度

末において、処理人口普及率約 93

パーセント、処理人口約206万4,200

人であり、京都市上下水道局鳥羽水

環境保全センターほか 19 箇所の終

末処理場が稼働している。 

 

今後は、下水道の整備が瀬戸内海

の水質保全を図る上で特に重要かつ

緊急を要する課題であるとの観点か

ら、次表のとおり、現在事業実施中

の桂川右岸流域下水道、木津川流域

下水道、木津川上流流域下水道及び

桂川中流流域下水道の各流域関連公

共下水道、京都市、宇治市、亀岡市、

木津川市及び宇治田原町の各単独公

共下水道並びに京都市、亀岡市、南

丹市及び和束町の特定環境保全公共

下水道の整備の積極的な促進を図る

ものとする。 

 

 

 

   エ 一般家庭から排出される生活

排水の汚濁負荷量を削減するた

め、水質汚濁防止法及び京都府環

境を守り育てる条例（平成７年京

都府条例第 33 号）に基づき、府

民に対し調理くずや廃食用油等

の処理、洗剤の使用等を適正に行

うよう啓発を図るものとする。 

 

(2) 下水道等の整備の促進 

   ア 下水道の整備 

     瀬戸内海の水質保全を図る上

で、生活排水に係る汚濁負荷量の

削減対策となる下水道の整備は極

めて重要な施策である。 

     本府の瀬戸内海関係区域にお

ける下水道の整備状況は、平成 27

年度末において 

    処理人口普及率約 97パーセント、

処理人口約218万6,000人であり、

京都市鳥羽水環境保全センターほ

か 19 箇所の終末処理場が稼働し

ている。 

     今後は、下水道の整備が瀬戸内

海の水質保全を図る上で重要であ

るとの観点から、次表のとおり、

現在事業実施中の木津川流域下水

道及び木津川上流流域下水道の各

流域関連公共下水道、京都市、宇

治市、亀岡市、南丹市、木津川市

及び宇治田原町の各単独公共下水

道の整備の積極的な促進を図るも

のとする。 
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流域下水道

名 

関連市町村 

桂川右岸流

域下水道 

京都市、向日市、

長岡京市、大山崎

町 

木津川流域

下水道 

京都市、宇治市、

城陽市、八幡市、

京田辺市、 

木津川市、久御山

町、井手町 

木津川上流

流域下水道 

木津川市､精華町 

桂川中流流

域下水道 

南丹市 

 

また、窒素やりんの除去性能の向

上を含めた高度処理についても、京

都市上下水道局鳥羽水環境保全セン

ターほか６箇所で実施しており、今

後も積極的な導入を図るものとす

る。 

 

さらに、合流式下水道の改善につ

いては、「京都市合流式下水道緊急改

善計画」（平成 16 年策定）を策定し、

計画的に進めており、今後も推進す

る。 

(2) その他の生活排水処理施設の整

備 

下水道の整備が行われるまでの

間あるいは下水道整備予定区域外に

あっては、生活排水対策として、浄

化槽等を整備することが重要な施策

である。 

本府の瀬戸内海関係区域におい

ては、平成 18 年度末で、浄化槽設置

整備事業等により６市３町１村にお

いて浄化槽が、平成 18 年度末で、

農業集落排水事業により４市 22 施

流域下水道名 関連市町村 

木津川流域下

水道 

京都市、宇治

市、城陽市、八

幡市、京田辺

市、 

木津川市、久御

山町、井手町 

木津川上流流

域下水道 

木津川市､精華

町 

 

 

 

 

 

 

     また、窒素やりんの除去性能向

上のための高度処理についても、

京都市鳥羽水環境保全センターほ

か６箇所で実施しており、宇治市

東宇治浄化センターほか１箇所に

おいても整備の促進を図るものと

する。 

     さらに、合流式下水道の改善に

ついては、京都市において「京都

市合流式下水道緊急改善計画」に

基づき引き続き計画的に推進す

る。 

   イ その他の生活排水処理施設の

整備 

     下水道の整備が行われるまで

の間あるいは下水道整備予定区域

外にあっては、生活排水対策とし

て浄化槽等を整備することが重要

な施策である。 

     本府の瀬戸内海関係区域にお

いては、平成 27 年度末で、浄化槽

設置整備事業等により６市４町１

村において浄化槽が、平成 27 年度

末で、農業集落排水事業により４
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設の農業集落排水施設が整備されて

おり、今後とも地域の特性を考慮し、

これらの事業を促進するものとす

る。 

浄化槽については、建築基準法

（昭和 25 年法律第 201 号）､ 浄化

槽法（昭和 58 年法律第 43 号）、「京

都府浄化槽の設置等に関する要綱」

（平成７年策定）等に基づき、適正

な設置、維持管理及び法定検査の徹

底を図るよう指導する。さらに、大

規模な浄化槽の設置に当たっては、

必要に応じ高度処理の導入を指導す

るものとする。 

コミュニティ・プラントについて

は、平成 18 年度末で、２市２施設

が整備されている。 

(3) し尿処理施設の整備 

本府の瀬戸内海関係区域におけ

るし尿処理施設は、京都市ほか２市

４事務組合において整備されてお

り、平成 18 年度末におけるその処

理能力は８施設、１日につき 1,885

キロリットルである。 

今後、必要に応じ施設の増改築及

び高度処理施設の導入に努めるもの

とする。 

 

５ 河床の汚泥の除去等 

瀬戸内海の水質汚濁の一因となる

河床の汚泥の実態を把握するため、必

要に応じて本府の主要河川において

底質調査を実施し、有機汚泥のたい積

等により悪臭の発生等生活環境に影

響を及ぼす底質についても、除去等の

適正な措置を検討するものとする。特

に、本府の瀬戸内海関係区域の河川の

汚泥除去については、河川環境整備事

業、河川災害防除事業等により河川の

市 22 施設の農業集落排水施設が

整備されており、今後とも地域の

特性を考慮し、これらの事業を促

進するものとする。 

     浄化槽については、建築基準法

（昭和 25 年法律第 201 号）､浄化

槽法（昭和 58 年法律第 43 号）、「京

都府浄化槽の設置等に関する要

綱」（平成７年策定）等に基づき、

適正な設置及び維持管理並びに法

定検査受検の徹底を図る。さらに、

大規模な浄化槽の設置に当たって

は、必要に応じ高度処理の導入を

指導するものとする。 

     コミュニティ・プラントについ

ては、平成 27 年度末で、２市２施

設が整備されている。 

   ウ し尿処理施設の整備 

     本府の瀬戸内海関係区域にお

けるし尿処理施設は、１市３事務

組合において整備されており、平

成 26 年度末におけるその処理能

力は４施設、１日につき 399 キロ

リットルである。 

     今後、必要に応じ施設の増改築

及び高度処理施設の導入に努める

ものとする。 

 

   エ 水質及び底質環境の改善 

     瀬戸内海の水質に悪影響を及

ぼす河床の底質の実態を把握する

ため、必要に応じて本府の主要河

川において底質調査を実施し、有

機汚泥のたい積等による悪臭の発

生等生活環境に影響を及ぼす底質

については、除去等の適正な措置

を検討するものとする。特に、本

府の瀬戸内海関係区域の河川の底

質除去については、河川環境整備



 

【 現行計画（最終変更平成 20 年５月） 】 【 変更計画 】 

しゅんせつ事業を実施してきたとこ

ろであり、これらの事業等について

は、更に積極的にその推進を図るもの

とする。 

 

(2)  有害化学物質等の規制及び把握

等 

瀬戸内海環境保全特別措置法に

基づく特定施設の設置等の許可制

の適切な運用及び水質汚濁防止法

に基づく排水規制等により、水質

環境基準の達成維持を図るものと

する。 

 

また、有害化学物質による公共用

水域の汚濁を防止するため、これ

らの化学物質による水質汚濁状況

の監視に努めるものとし、特定化

学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法

律(平成11 年法律第86 号)に基づ

き、化学物質の排出状況等の把握

や排出量データ等の集計・公表を

行うとともに、排出の抑制等事業

者が行う自主管理の改善を促進す

るため、技術的助言等に努めるも

のとする。 

ポリ塩化ビフェニルについては

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正

な処理の推進に関する法律（平成

13 年法律第 65 号）、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45 年

法律第 137 号）に基づき届出や適

正な保管管理及び確実かつ適正な

処理を徹底し、不適正な保管管理

や処理による水環境等の汚染が生

じないようにする。 

 

 

事業、河川災害防除事業等により

河川のしゅんせつ事業を実施して

きたところであり、これらの事業

等については、更に積極的に推進

を図るものとする。 

   オ 有害化学物質等の規制及び把

握等 

     水質汚濁防止法等の適切な運

用により、水質環境基準の達成維

持を図るものとする。ダイオキシ

ン類については、ダイオキシン類

対策特別措置法（平成 11 年法律第

105 号）に基づく排出規制を推進

するものとする。 

     また、有害化学物質による公共

用水域の汚濁を防止するため、こ

れらの化学物質による水質汚濁状

況の監視に努めるものとし、特定

化学物質の環境への排出量の把握

等及び管理の改善の促進に関する

法律(平成 11 年法律第 86 号)に基

づき、化学物質の排出状況等の把

握や排出量データ等の集計・公表

を行うとともに、排出の抑制等事

業者が行う自主管理の改善を促進

するため、技術的助言等に努める

ものとする。 

     ポリ塩化ビフェニルについて

は、関係事業者に対しポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の適正な処理の推

進に関する特別措置法（平成 13

年法律第 65 号）及び廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第 137 号）に基づき、届出

や適正な保管管理及び確実かつ適

正な処理を指導し、不適正な保管

管理や処理による水環境等の汚染

が生じないようにする。 
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２ 廃棄物の処理施設の整備及び処分

地の確保 

環境の保全を図るためには、ごみ等

の適正な処理の推進及び不法投棄の

防止に努めることが必要であり、この

ため、廃棄物の処理施設の整備及び処

分地の確保並びに監視等の強化を図

ることとし、次の施策を実施するもの

とする。 

(1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生

利用 

環境への負荷を低減するために

は、廃棄物の発生を抑制し、循環利

用が可能な資源の利用を行い、循環

利用できない廃棄物については適正

に処分していく必要がある。 

本府では、京都府環境を守り育て

る条例に基づく「京都府環境基本計

画」（平成 10 年策定）に環境負荷の

少ない循環型社会の構築を掲げてお

り、容器包装に係る分別収集及び再

商品化の促進等に関する法律（平成

７年法律第 112 号）その他のリサイ

クル法に基づく取組、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律に基づく適正

処理に努めている。また、「京都府循

環型社会形成計画」（平成 15 年策

定）において、行政、府民・事業者

等の取組指針を示しており、今後も

循環型社会形成を推進するため、一

 ２ 自然景観及び文化的景観の保全 

  (1) 漂着ごみ対策の推進 

    京都府海岸漂着物等地域対策推

進事業により、府内関係流域河川等

において漂着ごみの発生抑制に係

る普及啓発や調査研究を行うこと

で、大阪湾への漂着ごみの流入防止

を推進するものとする。 

 

 ３ 廃棄物の処理施設の整備及び処分

地の確保 

   環境の保全を図るためには、ごみ等

の適正な処理の推進及び不法投棄の

防止に努めることが必要である。この

ため、廃棄物の処理施設の整備及び処

分地の確保並びに監視等の強化を図

ることとし、次の施策を実施するもの

とする。 

  (1) 廃棄物の発生抑制、再使用、再生

利用 

    環境への負荷を低減するために

は、廃棄物等の発生を抑制し、循環

利用が可能な資源の利用を行い、循

環利用できない廃棄物等について

は適正に処分していく必要がある。

    本府では、京都府環境を守り育て

る条例に基づく「新京都府環境基本

計画」（平成 22 年策定）に「限りあ

る資源を大切にする循環型社会づ

くりの推進」を掲げており、容器包

装に係る分別収集及び再商品化の

促進等に関する法律（平成７年法律

第 112 号）その他のリサイクル法に

基づく取組、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律に基づく適正処理に

努めている。また、「京都府循環型

社会形成計画（第２期）」（平成 24

年策定）において、京都府が目指す

循環型社会のビジョンを示してお
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層の取組を図るものとする。 

 

 

(2) 処理施設の整備 

本府の瀬戸内海関係区域におけ

るごみ処理施設は、京都市ほか２市

４事務組合において整備されてお

り、平成 18 年度末におけるその処

理能力は、ごみ焼却施設 12 箇所、

１日につき 3,275 トン、粗大ごみ処

理施設５箇所、１日につき 641 トン、

リサイクルプラザ６箇所、１日につ

き 210 トンであり、現在これらの施

設により処理を行っているところで

ある。 

今後も必要に応じごみ処理施設

の整備のための廃棄物処理施設整備

事業を実施するものとする。 

また、産業廃棄物については、事

業者及び産業廃棄物処理業者に対す

る指導及び監視を徹底するととも

に、産業廃棄物の減量化・再生利用

の促進、不法投棄の防止等の施策を

推進するものとする。 

(3) 処分地の確保 

 

本府の瀬戸内海関係区域におい

ては、平成 18 年度末において一般

廃棄物の最終処分場６箇所（残余容

量 422 万立方メートル）、産業廃棄物

最終処分場２箇所（残余容量 135 万

立方メートル）が確保されているも

のの、廃棄物の適正処理において、

最終処分場は不可欠であり、新たな

処分地の確保は非常に重要な課題と

なっている。 

このため、今後廃棄物の減量化・

再生利用の促進、処理施設の整備等

の総合的施策を推進することによ

り、今後も循環型社会形成を推進す

るため、一層の取組を図るものとす

る。 

  (2) 処理施設の整備 

    本府の瀬戸内海関係区域におけ

るごみ処理施設は、京都市ほか２市

４事務組合等において整備されて

おり、平成 26 年度末におけるその

処理能力は、ごみ焼却施設 11 箇所、

１日につき 2,675 トン、粗大ごみ処

理施設５箇所、１日につき 485 トン、

資源化施設 11 箇所、１日につき 340

トンである。 

 

 

    今後も必要に応じごみ処理施設

の整備のための廃棄物処理施設整

備事業を実施するものとする。 

    また、産業廃棄物については、事

業者及び産業廃棄物処理業者に対

する指導及び監視を徹底するとと

もに、産業廃棄物の減量化・再生利

用の促進、不法投棄の防止等の施策

を推進するものとする。 

  (3) 処分地の確保 

    廃棄物の適正処理において処分

地の確保は不可欠である。本府の瀬

戸内海関係区域においては、平成 26

年度末において一般廃棄物の最終

処分場６箇所（残余容量 368 万立方

メートル）、平成 27 年度末において

産業廃棄物最終処分場２箇所（残余

容量 81 万立方メートル）が確保さ

れているものの、新たな処分地の確

保は非常に重要な課題となってい

る。 

    このため、廃棄物の減量化・再生

利用の促進、処理施設の整備等の総

合的施策を推進することにより、廃
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り、廃棄物の最終処分量の抑制等を

図るとともに、廃棄物の適正な処理

に十分配慮した上で廃棄物処理施設

整備事業（最終処分場）を実施し、

処分地の確保に努めるものとする。

また、関係機関と協力を深め、大

阪湾圏域広域処理場整備事業（フェ

ニックス計画)の推進についても努

めるものとする。 

 

３ 健全な水循環機能の維持・回復 

健全な水循環機能の維持・回復を図

るため、海域と陸域の連続性に留意し

て、森林や農地の適切な維持管理、河

川や湖沼等における自然浄化能力の

維持・回復、地下水の涵養、下水処理

水・農業集落排水処理水の再利用等の

必要な措置の実施に努めるものとす

る。 

 

特に、森林の保全・整備等について

は、地球環境の保全や子供達の未来を

育むための公共事業と位置づけ、「緑

の公共事業アクションプラン」（平成

17 年策定）に基づき、放置森林や放

置竹林の再生、間伐の促進など、水源

地域となる森林整備の推進に努める。

 

６ 水質等の監視 

瀬戸内海の水質保全対策の実効を

期すためには、本府の瀬戸内海関係区

域における公共用水域の環境基準の

維持達成状況及び発生源における排

水基準の遵守状況を把握するため水

質等の監視測定が必要である。 

 

このため、公共用水域については、

現在、水質汚濁に係る環境基準点を中

心として水質汚濁防止法による測定

棄物の最終処分量の抑制等を図る

とともに、廃棄物の適正な処理に十

分配慮した上で廃棄物処理施設整

備事業（最終処分場）を実施し、処

分地の確保に努めるものとする。 

    また、関係機関と協力を深め、大

阪湾圏域広域処理場整備事業（大阪

湾フェニックス計画)の推進につい

ても努めるものとする。 

 

 ４ 健全な水循環・物質循環機能の維

持・回復 

   健全な水循環・物質循環機能の維

持・回復を図るため、海域と陸域の連

続性に留意しつつ、森林や農地の適切

な維持管理、河川や湖沼等における自

然浄化能力の維持・回復、雨水貯留、

地下水の涵養、下水処理水・農業集落

排水処理水の再利用等の実施に努め

るものとする。 

   特に、水源地域となる森林の保全・

整備等については、地球環境の保全や

子供達の未来を育むための公共事業

と位置づけ、「緑の公共事業」により、

放置森林や放置竹林の再生、間伐の促

進等の推進に努める。 

 

 ５ 基盤的な施策 

  (1) 水質等の監視測定 

    瀬戸内海の水質保全対策の実効

を期するためには、本府の瀬戸内海

関係区域における公共用水域の環

境基準の維持達成状況及び発生源

における排水基準の遵守状況を把

握するため、水質等の監視測定が必

要である。 

    本府では、平成 27 年度現在公共

用水域について、水質汚濁に係る環

境基準点を中心として水質汚濁防
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計画に基づき河川 69 地点において、

ダイオキシン類対策特別措置法に基

づき河川 19 地点において関係機関の

相互協力の下に定期的に監視を実施

しているところであるが、今後とも効

率的な常時監視に努めるものとする。

 

一方、発生源については、水質汚濁

防止法等に基づき工場及び事業場に

おける排出水の監視の徹底を図ると

ともに、総量規制制度の関係事業場に

おける汚濁負荷量の的確な把握を行

うため、水質自動計測器等測定施設の

整備の促進及び監視体制の充実を図

るものとする。 

また、瀬戸内海の富栄養化による被

害の発生を防止するため、窒素、りん

等の栄養塩類の監視測定体制の強化

を図るものとする。 

さらに、ダイオキシン類対策特別措

置法対象の水質関係特定施設を設置

している事業場について、排出水中の

ダイオキシン類濃度の監視の徹底を

図る。 

なお、工場、事業場等からの発生負

荷量の管理及び公共用水域の水質監

視に伴うデータ整理及び解析のため

の水質汚濁総量管理システムの効率

的な運用を図るものとする。 

 

７ 環境保全に関する調査研究及び技

術の開発 

本府においては、府保健環境研究

所、府中小企業技術センター、府農業

総合研究所、京都市衛生公害研究所、

京都市産業技術研究所繊維技術セン

ター等で、環境保全に関する調査研究

及び技術開発を推進してきたところ

であるが、今後も、関係方面の協力を

止法に基づき河川 68 地点において、

ダイオキシン類対策特別措置法に

基づき河川 19 地点において関係機

関の相互協力の下に定期的に監視

測定を実施しているところであり、

今後とも効率的な監視測定に努め

るものとする。 

    一方、発生源については、水質汚

濁防止法等に基づき工場及び事業

場における排出水の監視の徹底を

図る。なお、総量削減制度の対象と

なる指定地域内事業場については、

汚濁負荷量把握のための、水質自動

計測器等測定施設の整備の促進に

より監視体制の充実を図るものと

する。 

    また、窒素、りん等の栄養塩類の

監視についても、継続的に実施する

ものとする。 

    さらに、ダイオキシン類対策特別

措置法対象の水質関係特定施設を

設置している工場及び事業場につ

いて、監視の徹底を図る。 

 

    なお、指定地域内事業場からの発

生負荷量の管理並びに公共用水域

の水質監視に伴うデータ整理及び

解析のための水質汚濁総量管理シ

ステムの効果的な運用を図るもの

とする。 

  (2) 環境保全に関する調査研究及び

技術の開発 

    本府においては、府保健環境研究

所、府中小企業技術センター、府農

林水産技術センター、京都市衛生環

境研究所、京都市産業技術研究所等

で、環境保全に関する調査研究及び

技術開発を推進してきたところで

あるが、今後も、関係方面の協力を
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得て、環境保全に関する調査研究及び

技術の開発に鋭意努めるものとする。

 

11 広域的な連携の強化等 

瀬戸内海は13 府県が関係する広範

な海域であることから、環境保全施策

の推進のため、瀬戸内海環境保全知

事・市長会議の積極的な活用等により

連携の強化に努めるものとする。 

 

健全な水循環機能の維持・回復のた

めの取組の推進、住民参加の推進、環

境教育・環境学習の充実を図るため、

流域を単位とした関係者間の連携の

強化に努めるとともに、各地方公共団

体の環境保全の取組の実施において

も連携の強化に努めるものとする。 

さらに、環境保全のための施策の策

定に当たっては、住民や事業者等の幅

広い意見を調整し、施策に反映するた

めの適切な仕組みの検討に努めるも

のとする。 

 

10 情報提供、広報の充実 

住民参加、環境教育・環境学習、調

査研究等を推進するため、せとうちネ

ットの活用等多様な情報を広く提供

するためのデータベース整備を進め

るとともに、府ホームページ、広報誌

等を通じて、瀬戸内海の環境の現状及

び負荷量削減、廃棄物の排出抑制への

取組等の広報に努めるものとする。 

 

 

 

８ 環境保全意識の普及及び住民参加

の推進 

この計画の実効を期すためには、府

民一人ひとりが環境保全に関する認

得て、環境保全に関する調査研究及

び技術の開発に鋭意努めるものと

する。 

  (3) 広域的な連携の強化等 

    瀬戸内海は 13 府県が関係する広

範な海域であることから、環境保全

施策の推進のため、瀬戸内海環境保

全知事・市長会議の積極的な活用等

により連携の強化に努めるものと

する。 

    健全な水循環・物質循環機能の維

持・回復のための取組の推進、府民

参加の推進、環境教育・環境学習の

充実を図るため、流域を単位とした

関係者間の連携の強化に努めると

ともに、各地方公共団体の環境保全

の取組の実施においても連携の強

化に努めるものとする。 

    さらに、環境保全のための施策の

策定に当たっては、府民や事業者等

の幅広い意見を調整し、施策に反映

するための適切な仕組みの検討に

努めるものとする。 

  (4) 情報提供、広報の充実 

    府民参加、環境教育・環境学習、

調査研究等を推進するため、せとう

ちネットの活用等多様な情報を広

く提供するためのデータベースの

整備や、公益社団法人瀬戸内海環境

保全協会が設置する海文化委員会

への参画を進めるとともに、府ホー

ムページ、広報紙等を通じて、瀬戸

内海の環境の現状及び汚濁負荷や

廃棄物の排出抑制への取組等の広

報に努めるものとする。 

  (5) 環境保全意識の普及及び府民参

加の推進 

    この計画の実効を期するために

は、多様な環境施策の計画・実施等
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識を持ち水質汚濁防止のための行動

を実践することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このため、環境月間、瀬戸内海環境

保全月間及び河川愛護月間の事業等

を通じ、府民に対し、水質汚濁につい

ての意識の高揚を図るとともに、浄化

槽の適正な設置及び維持管理の徹底、

河川等へのごみの不法投棄防止等に

ついて、民間団体との連携を図るとと

もに広報活動を展開するとともに、事

業者に対しても、業界団体を通じ、又

は各種講習会を開催すること等によ

り、この計画の趣旨及び内容の周知徹

底を図るものとする。 

 

これらの事業の実施に当たっては、

関係府県、関係市町村、社団法人瀬戸

内海環境保全協会等関係諸団体の協

力を得るとともに、京都府緑と文化の

基金等の活用を図り、その実効を挙げ

るよう努めるものとする。 

 

また、水源地域となる森林を守り育

てていく諸活動の実践に当たっては、

「緑の公共事業アクションプラン」で

掲げるモデルフォレスト運動を推進

し、地域住民、ＮＰＯ、企業など多様

な主体の参加と連携の徹底を図るも

のとする。 

 

９ 環境教育・環境学習の推進 

を行う行政、事業活動における環境

配慮行動等を行う事業者、地域に根

ざした環境配慮行動等の提案・企

画・実施等を行う民間団体、日常生

活における環境配慮行動等を行う

府民等様々な主体がお互いに連携

し、府民一人ひとりが環境保全に関

する認識を持ち水質汚濁防止のた

めの行動を実践することへと繫げ

ていくことが必要である。 

    このため、環境月間、瀬戸内海環

境保全月間及び河川愛護月間の事

業等を通じ、府民に対し、水質汚濁

についての意識の高揚を図るとと

もに、浄化槽の適正な設置及び維持

管理の徹底、河川等へのごみの不法

投棄防止等について、民間団体との

連携を図るとともに広報活動を展

開するものとする。また、事業者に

対しても、業界団体を通じ、又は各

種講習会を開催すること等により、

この計画の趣旨及び内容の周知徹

底を図るものとする。 

    なお、これらの事業の実施に当た

っては、関係府県、関係市町村、公

益社団法人瀬戸内海環境保全協会

等関係諸団体の協力を得るととも

に、京都府緑と文化の基金等の活用

を図り、その実効を上げるよう努め

るものとする。 

    また、水源地域となる森林を守り

育てていく諸活動の実践に当たっ

ては、京都モデルフォレスト運動を

推進し、地域住民、ＮＰＯ、企業等

多様な主体の参加と連携の徹底を

図るものとする。 

 

 

  (6) 環境教育・環境学習の推進 
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環境保全に対する理解や環境保全

活動に参加する意識及び自然に対す

る感性や自然を大切に思う心を育む

ため、地域の自然及びそれと一体的な

歴史的、文化的要素を積極的に活用し

つつ、国、地方公共団体、事業者、民

間団体の連携の下、環境教育・環境学

習の推進に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11 広域的な連携の強化等） 

また、海外の閉鎖性海域における環

境保全に関する取組との連携を強化

し、瀬戸内海の環境保全の一層の推進

を図るとともに、海外における取組に

積極的に貢献するため、瀬戸内海環境

保全知事・市長会議、社団法人瀬戸内

海環境保全協会等を通じ、世界閉鎖性

海域環境保全会議等への支援、積極的

な参加、情報の交換等に協力するもの

とする。 

 

 

第４ 施策の実施上必要な措置 

１ 施策の積極的な推進 

瀬戸内海の環境保全は緊急かつ重

要な国民的課題であることにかんが

み、この計画で定められた施策につい

て積極的な推進を図るものとする。 

 

２ 施策の実施状況及びその効果の把

握 

この計画の諸施策の推進に当たっ

    環境保全に対する理解や環境保

全活動に参加する意識及び自然に

対する感性や自然を大切に思う心

を育むため、地域の自然及びそれと

一体的な歴史的、文化的要素を積極

的に活用しつつ、国、関西広域連合、

関係府県、市町村、事業者、民間団

体の連携の下、環境教育・環境学習

の推進に努めるものとする。 

    また、「持続可能な社会」の実現

を目指すため、大学と連携した公募

型環境学習事業として、次世代を担

う子供達を対象に、京都に立地する

大学の専門的な知見や環境ＮＰＯ

等の豊富な現場経験を活かした環

境学習プログラムを実施する。 

  (7) 国内外の閉鎖性海域との連携 

    国内外の閉鎖性海域における環

境保全に関する取組との連携を強

化し、瀬戸内海の環境保全の一層の

推進を図るとともに、国内外におけ

る取組に積極的に貢献するため、瀬

戸内海環境保全知事・市長会議、公

益社団法人瀬戸内海環境保全協会

等を通じ、世界閉鎖性海域環境保全

会議等への支援、積極的な参加、情

報の交換等により協力するものと

する。 

 

第４ 施策の実施上必要な措置 

 １ 施策の積極的な推進 

   瀬戸内海の環境保全は緊急かつ重

要な国民的課題であることにかんが

み、この計画で定められた施策につい

て積極的な推進を図るものとする。 

 

 ２ 施策の実施状況及びその効果の把

握 

   この計画の諸施策の推進に当たっ
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ては、施策の実施状況及び環境状況等

を調査し、施策の効果的な実施を図る

ものとする。 

 

 

 

 

３ 計画推進のための関係機関との連

絡調整 

この計画の推進を図るため、国、関

係市町村との連絡調整を図り、諸施策

の実施状況等について情報及び意見

の交換等を行い、もってこの計画の円

滑な推進を図るものとする。 

 

ては、施策の実施状況及び環境状況等

を調査し、施策の効果的な実施に活か

すものとする。また、諸施策の進捗状

況については、瀬戸内海環境保全基本

計画中、第４に例示の指標を適宜用

い、定量的に把握することとする。 

 

 ３ 計画推進のための関係機関との連

絡調整 

   この計画の推進を図るため、国、関

係市町村との連絡調整を図り、諸施策

の実施状況等について情報及び意見

の交換等を行い、もってこの計画の円

滑な推進を図るものとする。 
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